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「スキャナ保存」＋「手書帳票OCR」への挑戦
～国税関係書類10万件の処理が1/3に効率化～

時代のニーズに対応した
文書情報マネジメントを紹介
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おもてなしの精神による
お客様第一主義の企業文化

茨城県大同青果株式会社は、昭和47年、
水戸市公設地方卸売市場に青果物卸会社
として創業以来48年間、常に豊かな品揃
えと安心・安全な信頼される青果物の流
通をモットーに、茨城県内の皆様の食生
活を支えております。年間取引量は51,400
トン、金額にして117億円になります。
青果物の卸売業とは、日本全国・海外
より新鮮な野菜や果物を集荷し、スーパー、
八百屋、食品加工業者や全国の都道府県
の青果市場に流通させる業務です。弊社
は茨城県を中心に青果物を卸しています。
野菜や果物といった生鮮食品を扱って
いるため、値段に加えて、味や鮮度といっ
た品質も重要になってきます。日 、々青果
物の目利き、温度管理に注力し、さまざま
な市場・産地から入手した情報を基に販
売業務を実施しています。弊社は創業当
初より和を重んじた明るい企業文化であり、
おもてなしの精神に基づいた手厚い接客

が強みとなっており、弊社社員のファンと
なってくださるお客様も多く存在します。

あふれる紙伝票が課題

市場現場での販売業務終了後、当社で
は、事務所にて産地より届いた青果物の
仕入や売上に関する伝票の整理及び、基
幹システムへのデータ入力を営業職員30名
及び、営業事務員10名で処理していました。
伝票には産地が出荷した青果物を市場
で受領したことを証明する「荷受証」、弊
社営業員が青果物の販売を記録する「販
売原票」・「送り状」、その他一般事務業
務で使用していた「領収書」などがあります。
領収書は、国税関係書類であるため、７
年間紙で保管していました。
青果物は、取り扱う品目が多いことに加
え、２Ｌ、Ｌ、Ｍ、Ｓ等の大きさを表す「階
級」、秀、優、良等の品質を表す「等級」
があり、それぞれの単位で、「販売原票」・
「送り状」等の伝票が作成され、日次で約
3,000枚の伝票が発生します。

これらの伝票は倉庫に保管していました
が、月次で社員総出で事務所から倉庫ま
で段ボール詰めされた伝票を運ぶのが恒
例行事となっており、毎回数十人分のコス
トが掛かっていました。
また、ITシステムへの入力業務について
は、営業職員と営業事務員がそれぞれ同
じ伝票を基に、それぞれが２回入力する
業務フローとなっていました。これには、
ベリファイ（照合作業）を実施することで、
金額等の入力誤りを軽減させてきましたが、
業務上の非効率が発生していました。
一方、市場内の仲卸業者より伝票を保
管していた倉庫を事務所代わりに貸し出し
て欲しいといった依頼もあり、こうした「伝
票保管に関する管理コスト削減」、「業務
の効率化」、「倉庫貸し出しによる収益化」
が弊社の課題となっていました。
そんな中、昨今の電子帳簿保存法の法
令緩和に伴い、「スキャナ保存制度」の導
入が弊社のような中小企業でも容易になっ
たことや、OCRの精度に関する技術進展
によりこれらの課題を解決する土壌が整い
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つつありました。そこで弊社においても、
電子的な管理に移行すべく検討を進めま
した。
私自身、大手電機メーカーでのシステム
エンジニア、大手外資系コンサルティング
ファームにてITコンサルタントとしての職務
経験もあったため、世の中の動向を調査
したうえ、複数のITベンダーにお声がけ
し、「TCO（Total Cost of Ownership）：
総所有コスト」、「電子帳簿保存法に関す
るノウハウ」、「プロジェクト推進力」、「柔

軟性」の４つの評価軸によりアンテナハウ
ス株式会社の「ScanSave１」、株式会社
NJKの「Form OCR」を選定しました。

技術の組み合わせで課題解決

１）手書き文字がデータに
販売原票は産地やPCのない市場などで

記載するため手書きされており、基幹シス
テムへのデータ入力は営業担当が伝票を目
視しながら手入力にて実施していました。
そこで、高精度スキャン機能を要する専
用スキャナと、手書き文字読み取りソフト
「FormOCR」を導入し、スキャンによる手
書き文字のデータ化を実現しました。営業
職員が販売原票をスキャンし、専用端末上
で入力確認とOCR結果の修正を実施して
います。
併せてOCR後のデータを有効活用する
ため、基幹システム取込用CSVの自動出
力と「スキャナ保存制度」対応のための検
索用項目情報のCSV出力ができるよう、
独自に改修して頂きました。
結果、OCR結果を営業職員が確認する
ことで、営業職員と営業事務員による同一
データの入力とデータの照合が不要となり
ました。
導入に当たっては、販売元であるNJK
社より手書き文字の読み取り精度向上のた
めの手書き文字の改善トレーニングを受け
ました。

２） 電帳法スキャナ保存対応のクラウド利用
スキャンによる販売原票の電子化と、

「FormOCR」による手書き文字の読み取り
によるデータ入力の業務効率化と併せて、
紙原本の廃棄及び、販売原票の電子保管
管理のため、アンテナハウス社提供の「ス
キャナ保存制度」に対応するクラウドサー
ビス「ScanSave on ONeSaas」も導入し
ました。
クラウド環境は独立したプライベートタ
イプと共有利用のマルチテナントタイプが
選択できましたので、セキュリティ面を考

１　e-文書法対応ソフトウェア「ScanSave-V3（デスクトップアプリケーション）」、「ScanSaveネットワーク接続版」、
クラウド版である「ScanSave on ONeSaas」のエディションの総称。

図１　課題と業務フロー Before After
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図２　ベンダー選定のポイント
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慮して、プライベート環境を選択しました。
この導入により、スキャナ保存制度の要件
対応はもちろんのこと、サーバの導入及びメ
ンテナンスコストの圧縮が実現出来ました。
OCR結果のCSVとスキャンした販売原
票のPDFを出力し、クラウド環境に取り込
む際には、販売原票に必ず付記されてい
る荷受ナンバーをキーとしてPDFとCSVが
紐づき、検索項目を入力するだけで、基幹
システムにある荷受ナンバーと、「ScanSave 
on ONeSaas」にある荷受ナンバーが照合
され、帳簿と書類の相互関連性が確保で
きています。

３） 総合的なコンサルティングで　　　
国税申請もスムーズに

クラウド管理導入と併せて、アンテナハ
ウス社からは、スキャナ保存に対する国税
が求める法的要件確保のためのコンサル
ティングも受けました。現状の業務フロー
等のヒアリングから、その内容に基づき、
国税が求める要件に合致した新業務フ
ローの設計や、税務署に提出するスキャ
ナ保存申請書の記入アドバイスをいただき
ました。
また導入に際しては、当時使用していた
販売原票ではOCR精度が下がってしまう
ことが判明し、NJK社には別途、販売原票
の設計・レイアウトを作成してもらいました。

安定運用へこぎ着けるには

代表取締役によるトップダウンで導入を
進めましたが、導入直後は、最先端のIT
システムへの順応が難しく、営業職員は混
乱した状況にありました。一般的にOCR・
電子保存システムの安定化には３、４ヵ月
掛かると言われておりますが、幸い弊社で
は約１ヵ月で安定運用にこぎ着けることが

出来ました。
こぎ着けることが出来た理由は、一つ目
が各部のITスキルの高い社員からの横展
開です。各部のITスキルの高い若手社員
を中心に新システムの教育を行い、そこか
ら各職員に広めて行きました。二つ目はベ
ンダーによる密着サポートです。ことある
ごとにアンテナハウス社、NJK社には、遠
路はるばる水戸までお越しいただき、弊社
社員の横について、献身的なサポートをし
てくださいました。結果、みるみるうちに
社員の新システムに関する習熟度も高まり、
結果、１ヵ月で新システムに慣れることが
出来ました。

入力時間、人的コスト
削減に効果

2018年２月に導入を決定し、翌３月には
プロジェクトをキックオフしました。国税庁
による電子帳簿保存法の認可が下りるタイ
ミング、システム導入に必要となる要件定義、
設計、開発、テスト工数を鑑みて、運用開
始は2018年６月22日に決定しました。

ベンダーのプロジェクトマネジメントスキ
ルは高く、運用開始から逆算してWBS
（Work Breakdown Structure：作業分
解構造図）、スケジュールが作成されるなど、
週次で進捗報告や課題・リスクに関する
管理は徹底されていきました。
（1） OCR結果をシステム上に持たせて、営

業職員が照合入力するので、従来二
重入力していたものが結果的にOCRと
営業職員の入力で済むようになりまし
た。これは、10名の営業事務員の照
合のための入力業務効率化を意味し、
２名以上の人員削減へと繋がりました。

（2） OCR結果を確定させた販売原票の電子
ファイルは、スキャナ保存要件にあわせ
て保存し、紙原本は廃棄する方針とし
ました。その際、電子の販売原票PDF
に対する検索項目の入力がネックとなり
ましたが、「ScanSave on ONeSaas」
の「他システムデータ一括取込機能」を
活用することで、煩雑な情報入力の手
間をかけず、スムーズに検索用の情報
を抜き出すことができました。

（3） これまで紙で保管してきた販売原票を

FormOCR  

図３　手書き「販売原票」のOCR処理画面例
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「スキャナ保存」することで、紙の廃棄
が可能となったことに加えて、経理担
当者が必要な書類を検索する際に、
検索用項目として、そして国税要件で
ある「相互関連性の確保」のために紐
づけていた荷受ナンバーをキーとする
ことによって、検索画面から該当する
販売原票を即座に発見することができ
るようになりました。保管している紙の
販売原票から該当するものを探してい
たときと比べると、最短で５分かかっ
ていた販売原票の発見までに最長で１
分程度と約１／５に減少しています。

（4） システム及び電子ファイルの保存先をク
ラウドとしたことで、自社でのサーバや
ストレージ等の環境構築や同環境の維
持サポートメンテナンス等の手間を大
幅に削減することができました。今回
選定した「ScanSave on ONeSaas」
の導入は、接続用ソフトをインストー
ルするだけだったことから、１台あたり

３分前後で導入が完了しました。通常
の運用に際しても、公開されている一
般的な品質・サービス水準を満たして
いるのでスムーズな運用ができ、操作
がユーザーフレンドリーに設計されてい
ることもあり、本番稼働から操作に慣
れるまでに３ヵ月もかかりませんでした。

（5） 導入当初、所轄である水戸税務署から、
提出した申請書の不備（みなし承認期
間１日不足）で指摘を受けることとなり
ましたが、修正対応のアドバイスにより
「みなし承認」が獲得できました。実績
とノウハウが豊富な電子帳簿保存法対
応コンサルティングによって、無事安定
稼働にこぎ着けることができました。

今後の課題や要望など

導入当初は、スキャン作業や原票を作る
営業担当と営業事務からの反発への対応
に追われました。しかしながら、相手の

気持ちに立って意見を聞くこと、少しずつ
説得していくこと、社長からの方針決定で
あることを繰り返し伝えていくことで、現
場からの反発はほとんどなくなりました。
現在では、営業担当がOCRで読み込む
ための手書き文字の書き方や入力操作に
徐々に慣れ親しんできており、さらなる習
熟によって、業務時間のさらなる短縮も期
待できます。また、OCR処理のチェック
端末の追加、ScanSaveのバージョンアッ
プによるOCR出力結果の自動取込・自動
タイムスタンプ付与機能の導入、RPAによ
る入力作業の削減など、業務のさらなる効
率化を目指していきます。
この度、日本文書情報マネジメント協会
より、弊社の取り組みをベストプラクティス
賞として、選定、表彰いただきました。今
後とも、さらなる電子化による業務の効率
化を進めると共に、この取組みが、卸売
市場のみならず、書類電子化の認知拡大・
導入普及の一助になれば幸いです。
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